
市内小中学校及び保育所での大気中の
放射線量測定事業の見直しについて

市民経済部環境課

資料１



１ 大気中の放射線量測定事業の現状

⑴ 「大気中の放射線量測定事業」は平成２３年６月に事業開始。

⑵ 市内の小学校２ヶ所、保育所２ヶ所、公園２ヶ所で大気中の放射線

量を測定。

⑶ ５月、８月、１１月、２月の年４回、大気中の放射線量を測定。

⑷ 北本市ホームページで測定結果を公表。

⑸ 事業コスト １００，０００円

人件費〔(３時間×３人)＋(１時間×１人)〕×４日＝４０時間

※１時間当たり2,500円で計算



２ これまでの経過
⑴ 平成２３年６月に測定を開始

→大気中の放射線量０．０３～０．１１μＳｖ/ｈを測定

国が示す基準値０．２３μＳｖ/ｈ以下を計測

ホームページ上で公表して、市民が基準値以下であることを

確認して安心できた。

⑵ 令和２年度（１１月まで）

→大気中の放射線量０．０４～０．０７μＳｖ/ｈを計測

震災後９年間、自然界に存在する０．０４μＳｖ/ｈ前後で

推移している。



放射線量の推移（１年間４回分の平均値）
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放射線量の推移（１年間４回分の平均値）
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３ 見直しの視点

⑴ 費用削減

→人件費１０万円をかけて実施しているが、震災から９年

間、放射線量は自然界に存在する０・０４μＳｖ/ｈ前

後を計測し、国が示す基準値以下で安定している。

⑵ 代替手段の整備

→原子力規制委員会による全国4,469ヶ所のモニタリング

ポストによる常時監視体制が整備された。



４ 見直し後の対応

⑴ 原子力規制委員会が埼玉県内６か所（さいたま市、熊谷

市、加須市内等）で大気中の放射線量を測定して公表し

ていることから、北本市環境課のホームページに原子力

規制委員会のホームページのリンクを貼り、市民が原子

力規制委員会のホームページを見られるようにする。

⑵ 市民から要望がある場合は、職員が現地に出向き測定

を行う。



原子力規制委員会モニタリング情報ホームページ
（リアルタイム線量測定システムの測定結果を定期的に公開）



５ 他市の状況

県内４０市中、３市が廃止しています。その内容は以下のとおり
です。

・鴻巣市 平成２７年に測定を終了し、埼玉県ホー

ムページにリンクを貼り対応

・さいたま市 平成２９年に測定を終了し、原子力規制

委員会ホームページにリンクを貼り対応

・志木市 令和２年に測定を終了

※「空間放射線量測定実施状況調査」（熊谷市）を参考


